
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 会社で購入する高額な外車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ｑ：会社で高額な外車を購入しようと思い

ます。税務上否認されますでしょうか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：事業の用に供しているかどうかがポイ

ントです。 

【解説】  

会社は、利益を追求する集合体ですから、

会社が取得する資産はその会社の事業の用に

供するものでなければなりません。 

逆に言えば、事業の用に供するものである

限り、その価額が高額だからといって否認さ

れるということはないということです。ただ、

その取得した資産を事業の用に供さず、社長

の私用のためだけに使用したり、社長の個人

的趣味で購入するというような場合は、税務

上問題になります。 

つまり、税務上問題になるかどうかは、そ

の資産が事業の用に供されるために購入され

たものなのか、それとも社長の個人的な目的

で購入されたものなのかによって判断される

ということです。 

したがって、税務調査でトラブルにならな

いためには、その資産の購入目的や事業の用

に供している事実を明確にしておかなければ

なりません。会社がその高額な外車を必要と

する合理的な理由もなく、社長の単なる趣味

で購入したと認められるような場合や、社長

が休日にドライブするために利用していると

いう実態にあると認められるような場合には、

社長に対する給与(賞与)として認定されるこ

とになり、損金の額に算入されないこととな

りますので注意してください。  
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